
報   第   ３５   号   

令和 ７ 年 ９ 月 １ 日提出   

 

専決処分の報告について 

 

市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申立及び訴えの提起について、次のよう

に専決処分したので、これを報告する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

 市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申立及び訴えの提起についての専決処分 

 

１ 相手方  市営住宅及びこれに附属する駐車場に係る家賃等滞納者 

２ 件 数  １７件 

３ 金 額  ４，３１５，４００円（和解成立までの期間において、当該相手方に

つき新たに生じた滞納額があるときはこれを加え、納付額があるとき

はこれを減じた額） 

４ 和解方針等 

  次のとおり和解を申し立て、その後異議がない場合はこのまま和解成立とし、和

解が調わない場合は訴えを提起する。 

 (1) 市営住宅の賃貸借契約等の存続を確認する（相手方が市営住宅を明け渡してい

る場合を除く。）。 

 (2) 相手方は、滞納家賃等の支払義務があることを認め、これを分割納付する。 

 (3) 相手方は、前号の納付を２回怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残額を

直ちに支払う。 

 (4) 相手方は、今後の当月分の家賃等を毎月末日限り支払い、今後の滞納家賃が３

か月分に達したとき又は第２号の納付を２回怠ったときは、賃貸借契約は当然に

解除となり、直ちに市営住宅を明け渡す（相手方が市営住宅を明け渡している場

合を除く。）。 

 (5) 和解費用は、各自の負担とする。 
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５ 専決日  令和７年７月２５日 

 

（提出理由） 

市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申立及び訴えの提起について、熊本市

長の専決処分事項に関する条例（昭和４１年条例第２５号）第１号の規定に基づき

専決処分したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規

定に基づき、市議会に報告するものである。 
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